
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

割 引 制 度 
♪親子でうれしい♪ 

特待の種類 認定基準（下記のいずれかに該当すること） 減額の割合 

Ａ 
特待 

【中学生①】定期試験の 5教科の学年順位が５位以内 

※1学年 60名以下の学校の場合は２位以内 

【中学生②】下野模試・講習会テストの偏差値が６７以上 

【小学生】 講習会テストの 2教科の合計が１８０点以上 

「本科授業料」 

「講習授業料」が 

５０％割引 

Ｂ 
特待 

【中学生①】定期試験の 5教科の学年順位が１５位以内 

※1学年 60名以下の学校の場合は７位以内 

【中学生②】下野模試・講習会テストの偏差値が６４以上 

【小学生】 講習会テストの 2教科の合計が１６０点以上 

「本科授業料」 

「講習授業料」が 

２５％割引 

 

 

 

 

 

 

 

 

①特待生割引 

②弟妹割引 ③母子家庭割引 

※割引制度については，最も安くなる割引制度が１つだけ適用されます。 

※割引制度の詳しいご案内はお気軽にお問合せ下さい。 

授業料の安い方の１名分の 

「本科授業料」 

「講習授業料」が 

５０％割引 

 

 

 

母子家庭を証明するものを提示していただいた場合 

「本科授業料」 

「講習授業料」が 

３０％割引 

※１年ごとの更新。毎年３月に証明書類のご提示が必要となります。 

 

 

成績 UP で親子でうれしい♪ 

お月謝が安くなって親子でさらに嬉しい♪♪ 


